
  

 1

公益法人会計基準の運用指針について 
 

平 成 １ ７ 年 ３ 月 ２ ３ 日 
公益法人等の指導監督等に関する 
関係省庁連絡会議幹事会申合せ 

 
 
「公益法人会計基準の改正等について」（平成１６年１０月１４日公益法人等の指導監督

等に関する関係省庁連絡会議申合せ）に基づき、新たな公益法人会計基準（以下「新会計

基準」という。）の適用に当たって特に必要となる事項について、下記のとおり運用指針を

申し合わせる。 
 

記 
 
１．新会計基準適用初年度における前事業年度の財務諸表の記載について 

新会計基準適用初年度においては、前事業年度の貸借対照表及び正味財産増減計算書

の記載は不要とする。 
 
２．退職給付会計の導入に伴う会計基準変更時差異の取扱いについて 

退職給付会計の導入に伴う会計基準変更時差異については、平成１８年４月１日以後

開始する最初の事業年度から１５年以内の一定の年数にわたり定額法により費用処理す

るものとする。 
 
３．過年度分の減価償却費の取扱いについて 

減価償却を行っていない資産を有する公益法人においては、原則として新会計基準適

用初年度に過年度分の減価償却費を計上するものとする。この場合、過年度の減価償却

費については、正味財産増減計算書の経常外費用に計上するものとする。 
ただし、過年度分の減価償却費を一括して計上せず、新会計基準適用初年度の期首の帳

簿価額を取得価額とみなし、当該適用初年度を減価償却の初年度として、以後継続的に減

価償却することも認める。なお、この場合に適用する耐用年数は、新規に取得した場合の

耐用年数から経過年数を控除した年数とするものとし、その旨を重要な会計方針として注

記するものとする。  
なお、平成１８年４月１日以後開始する最初の事業年度の期首において所有する固定資

産のうち、取得時から減価償却を実施せず、その後経過年数を考慮しない耐用年数で減価

償却を実施しているものがある場合には、当該資産の償却は従前の方法で継続して実施す

ることができるものとする。 
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４．新会計基準適用初年度における有価証券の取扱いについて 
（１）一般正味財産を充当した資産として所有している有価証券 

① 時価評価が適用される有価証券 
新会計基準適用初年度の期首において一般正味財産を充当した資産として所有し

ている有価証券のうち、時価評価が適用されるものについては、当該適用の前事業

年度末の帳簿価額と前事業年度末の時価の差額は、適用初年度において正味財産増

減計算書の経常外収益又は経常外費用とするものとする。ただし、重要性が乏しい

場合には経常収益又は経常費用とすることができるものとする。 
② 償却原価法が適用される有価証券 

新会計基準適用初年度の期首において一般正味財産を充当した資産として所有し

ている有価証券のうち、償却原価法が適用されるものについては、次のいずれかの

方法によるものとする。 
ア 取得時まで遡って償却原価法を適用する方法。なお、この方法をとる場合は、

過年度分については経常外収益又は経常外費用とするものとする。ただし、重

要性が乏しい場合には経常収益又は経常費用とすることができるものとする。 
イ 新会計基準適用初年度の期首の帳簿価額を取得価額とみなして、当該適用初

年度の期首から満期日までの期間にわたって償却する方法 
（２）指定正味財産を充当した資産として所有している有価証券 

① 時価評価が適用される有価証券 
新会計基準適用初年度の期首において指定正味財産を充当した資産として所有し

ている有価証券のうち、時価評価が適用されるものについては、当該適用の前事業

年度末の帳簿価額と前事業年度末の時価の差額は、原則として過年度分として当事

業年度分と区分して表示するものとする。ただし、重要性が乏しい場合には一括し

て表示することができるものとする。 
② 償却原価法が適用される有価証券 

新会計基準適用初年度の期首において指定正味財産を充当した資産として所有し

ている有価証券のうち、償却原価法が適用されるものについては、次のいずれかの

方法によるものとする。 
ア 取得時まで遡って償却原価法を適用する方法。なお、この方法による場合は、

原則として過年度分については当事業年度分と区分して表示するものとする。

ただし、重要性が乏しい場合には一括して表示することができるものとする。 
イ 新会計基準適用初年度の期首の帳簿価額を取得価額とみなして、当該適用初

年度の期首から満期日までの期間にわたって償却する方法 
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５．新会計基準への移行時における過年度分の収益又は費用の取扱いについて 
新会計基準への移行時における過年度分の収益又は費用の取扱いについては、新会計

基準適用初年度において、原則として、正味財産増減計算書の経常外収益又は経常外費

用に計上するものとする。ただし、重要性が乏しい場合には経常収益又は経常費用とす

ることができるものとする。 
なお、経常外収益又は経常外費用に計上する科目が複数になる場合には、経常外収益

又は経常外費用においてそれぞれの科目として計上する方法のほか、経常外収益又は経

常外費用毎にそれぞれ「新会計基準適用に伴う過年度修正額」等の科目として計上する

方法によることもできるが、後者による場合はその内訳科目を設け、又は内訳を注記す

ることとする。 
 
６．特定資産、指定正味財産及び一般正味財産の新会計基準適用初年度の期首残高につい

て 
特定資産、指定正味財産及び一般正味財産の新会計基準適用初年度の期首残高につい

ては、当該適用の前事業年度末の貸借対照表を組み替えて算定するものとする。このう

ち、正味財産について過年度に受け入れたものは、新会計基準適用時に寄付者等の意思

により制約されていることが明らかなものについて、指定正味財産の期首残高とする。 
 
７．キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない大規模公益法人の規模について 

キャッシュ・フロー計算書を作成しなければならない大規模公益法人は、前事業年度の

財務諸表において資産の合計額が１００億円以上若しくは負債の合計額が５０億円以上

又は経常収益の合計額が１０億円以上の公益法人とする。 

なお、当該事業年度において大規模公益法人としてキャッシュ・フロー計算書を作成し

た公益法人は、次の事業年度に限り、大規模公益法人に該当しなくてもキャッシュ・フロ

ー計算書を作成しなければならない。 

また、キャッシュ・フロー計算書については新会計基準適用２年度目より作成するも

のとする。キャッシュ・フロー計算書を作成する初年度においては、前事業年度分の記

載は要請しない。 
 
８．退職給付会計における退職給付債務の期末要支給額による算定について 

退職給付会計の適用に当たり、退職給付の対象となる職員数が３００人未満の公益法

人のほか、職員数が３００人以上であっても、年齢や勤務期間に偏りがあるなどにより

数理計算結果に一定の高い水準の信頼性が得られない公益法人や原則的な方法により算

定した場合の額と期末要支給額との差異に重要性が乏しいと考えられる公益法人におい

ては、退職一時金に係る債務について期末要支給額により算定することができるものと

する。 
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９．関連当事者との取引の内容について 
（１）関連当事者の範囲 
  ① 当該公益法人を支配する法人 

当該公益法人を支配する法人（以下「支配法人」という。）とは、当該公益法人の

財務及び事業の方針を決定する機関を支配している法人をいい、次の場合には当該

法人は、支配法人に該当するものとする。 
ア 当該法人の役員若しくは職員である者、又はこれらであった者で自己が当該

公益法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、

当該公益法人の理事会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めている

こと 
イ 当該公益法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在す

ること 
ウ 当該公益法人の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに

限る。）の総額の過半についての融資を行っていること 
ただし、財務上又は事実上の関係から当該公益法人の意思決定機関を支配してい

ないことが明らかな場合には、対象外とすることができるものとする。 
② 当該公益法人によって支配される法人 

当該公益法人によって支配される法人（以下「被支配法人」という。）とは、当該

公益法人が他の法人の財務及び事業の方針を決定する機関を支配している場合の他

の法人をいい、次の場合には当該他の法人は、被支配法人に該当するものとする。 
ⅰ）当該他の法人が出資等により議決権を行使することができる形態の場合 
ア 当該公益法人が他の法人の議決権の過半数を自己の計算において所有してい

ること 
イ 当該公益法人が他の法人の議決権の１００分の４０以上、１００分の５０以下

を自己の計算において所有している場合で、以下のいずれかの要件に該当する

こと 
a.  自己の計算において所有している議決権と、自己と出資、人事、資金、技術、

取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決

権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使す

ることに同意している者が所有している議決権とを合わせて、他の法人の議決

権の過半数を占めていること 
b.  当該公益法人の役員若しくは職員である者、又はこれらであった者で自己が

他の法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者

が、他の法人の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めてい

ること 
c.  他の法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在する

こと 
d.  他の法人の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限
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る。）の総額の過半についての融資を行っていること 
e.  その他、他の法人の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存

在すること 
ⅱ）当該他の法人が出資等により議決権を行使することができない形態の場合 
ア 当該公益法人の役員若しくは職員である者、又はこれらであった者で自己が他

の法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができる者が、

他の法人の理事会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること 
イ 他の法人の重要な財務及び事業の方針の決定を支配する契約等が存在するこ

と 
ウ 他の法人の資金調達額（貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。）

の総額の過半についての融資を行っていること 
ただし、当該公益法人が他の法人の財務上又は事実上の関係から他の法人の意思

決定機関を支配していないことが明らかな場合には、対象外とすることができるも

のとする。 
③ 当該公益法人と同一の支配法人をもつ法人 

当該公益法人と同一の支配法人をもつ法人とは、支配法人が当該公益法人以外に

支配している法人のこととする。 
④ 当該公益法人の役員及びその近親者 

当該公益法人の役員及びその近親者とは、以下に該当するものとする。 
ア 役員（準ずる者を含む）及びその近親者（２親等内の親族及びこの者と特別の

関係にある者） 
イ 役員（準ずる者を含む）及びその近親者が議決権の過半数を有している法人 
なお、相談役、顧問その他これに類する者で、当該公益法人内における地位、職

務等からみて役員と同様に実質的に公益法人の経営に従事していると認められる者

も、役員に準ずる者として対象とすることとする。 
ただし、公益法人の役員（準ずる者を含む）のうち、対象とする役員は有給常勤

役員に限定するものとする。 
（２）重要性の基準 
  ① 支配法人、被支配法人又は同一の支配法人を持つ法人との取引 
   ア 正味財産増減計算書項目に係る関連当事者との取引 

経常収益又は経常費用の各項目に係る関連当事者との取引については、各項目

に属する科目ごとに、経常収益又は経常費用の合計額の１００分の１０を超える

取引を開示する。 
経常外収益又は経常外費用の各項目に係る関連当事者との取引については、各項

目に属する科目ごとに１００万円を超える増減額について、その取引総額を開示

し、取引総額と損益が相違する場合には損益を併せて開示する。 
なお、指定正味財産から経常収益や経常外収益に振替られたものについては、関

連当事者との取引の開示においては含めないものとする。 
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指定正味財産増減の部の各項目に係る関連当事者との取引については、各項目に

属する科目ごとに１００万円を超える増加額について、その取引総額を開示する。 
ただし、経常外収益又は経常外費用の各項目及び指定正味財産の部に係る関連当

事者との取引については、上記基準により開示対象となる場合であっても、各項

目に属する科目の取引に係る損益の合計額が、当期一般正味財産増減額の１００

分の１０以下となる場合には、開示を要しないものとする。 
   イ 貸借対照表項目等に係る関連当事者との取引 
     貸借対照表項目に属する科目の残高及びその注記事項に係る関連当事者との取

引、被保証債務並びに関連当事者による当該法人の債務に対する担保提供資産に

係る取引については、その金額が資産の合計額の１００分の１を超える取引につ

いて開示する。 
ただし、資金貸借取引、有形固定資産や有価証券の購入・売却取引等について

は、それぞれの残高が１００分の１以下であっても、取引の発生総額が資産の合

計額の１００分の１を超える場合には開示を要するものとする。 
  ② 役員及びその近親者との取引 
    役員及びその近親者との取引については、正味財産増減計算書項目及び貸借対照

表項目のいずれに係る取引についても、１００万円を超える取引については全て開

示対象とするものとする。 
 
１０．指定正味財産として計上される額について 

指定正味財産として計上される額は、例えば、以下のような寄付によって受け入れた資

産で、寄付者等の意思により当該資産の使途、処分又は保有形態について制約が課せられ

ている場合の当該資産の価額をいうものとする。 
① 寄付者等から財団法人の基本財産として保有することを指定された土地 
② 寄付者等から奨学金給付事業のための基金として、当該法人が元本を維持するこ

とを指定された金銭 
 
１１．補助金等の取扱いについて 
  公益法人会計基準注解の（注１１）における補助金等とは、補助金、負担金、利子補

給金及びその他相当の反対給付を受けない給付金等をいう。なお、補助金等には役務の

対価としての委託費等については含まないものとする。 
 
１２．資産の時価が著しく下落した場合について 

資産の時価が著しく下落したときとは、時価が帳簿価額から概ね５０％を超えて下落

している場合をいうものとする。 
 
 
 


